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第２版 ２０００年１月１７日 運用ヘルプデスクと障害ヘルプデスクの運用時間を変更

第３版 ２００５年４月１日 個人情報の取扱いを追記 

改訂第 1版 ２００６年６月１日 リプレースに伴い全面改訂 

改訂第 2版 ２００８年７月１日 利用契約解除時の損害賠償、トラブル処理に係る規定を

修正 
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第１章 総則 

 

（目的） 

第１条 株式会社東京証券取引所（以下「東証」といいます。）は、Target システムを運営

し、この Target 利用規程（以下「規程」といいます。）に基づき、ネットワークを介

した情報の閲覧、書類の授受等の Target サービスを Target 利用者に提供します。 

2  Target 利用者は、規程に従って Target サービスを利用するものとします。 

 

（用語の定義） 

第２条 規程においては、次の用語はそれぞれ以下の意味で使用します。 

（１） Target システム 

東証が開発、保有、運営するシステムであって、各種情報受発信機能を実装してい

るもの 

（２） Target サービス 

Target システムに実装された各種情報受発信機能の一部又は全部 

（３） Target 利用者 

規程の定めるところにより、Target サービスを利用することを許諾された者 

（４） Target サービス運営者 

東証から許諾を得て、Target システム内に自社のサイトを設けたサイトの運営者。

ただし、東証は、Target サービス運営者に含まれないものとする。 

（５） Target サービス用通信回線 

東証が Target サービスを提供するに当たり、東証、Target サービス運営者又は利

用者が国内第１種電気通信事業者その他の電気通信事業者から提供を受けている電

気通信回線 

（６） Target サービス用設備 

東証が Target サービスを提供するに当たり、東証が用意する通信設備、電子計算機、

その他の機器及びソフトウェア 

（７） 利用者設備等 

Target 利用者が Target サービスの提供を受けるため、自らが用意する必要がある

通信設備、電子計算機、その他の機器及びソフトウェア 

 

（規程の変更） 

第３条 東証は、東証が適当と判断する方法で Target 利用者に通知することにより、規程

を変更できるものとします。この場合において、料金その他の条件は、変更後の規程

によります。 

２  前項の場合において、東証は、変更後の規程を Target システム上に掲載することに
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より、Target 利用者への通知に代えることができるものとします。 

 

第４条 削除 

 

（サービスの提供区域） 

第５条 Target サービスの提供区域は、原則として日本国のすべての地域とします。 

 

（サービス時間） 

第６条 Target サービスの稼働時間は、第１６条各項のいずれかに該当する場合を除き、

毎日 ０：００～２４：００とします。 

２  Target サービスにおけるサポートデスクの運用時間は、毎日９：００～１７：３０

とします。 
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第２章 利用申込等 

 

（利用申込） 

第７条 Target サービスの利用を希望する者（以下「利用希望者」といいます。）は、規程

を承諾の上、東証所定の利用申込書類を、東証又は各 Target サービス運営者に提出す

ることにより、利用の申込みを行うものとします。 

２  規程に基づく Target サービスの利用契約（以下「利用契約」といいます。）は、前

項の規定による申込みに対して、東証又は各 Target サービス運営者がこれを承諾した

ときに、当該利用希望者と当該東証又は各 Target サービス運営者との間において、そ

れぞれ成立します。この場合において、東証又は各 Target サービス運営者は、利用承

諾書をもって、利用申込を承諾した旨を当該利用希望者に通知するものとします。 

３  利用希望者が次のいずれかに該当する場合には、東証又は各 Target サービス運営者

は、第１項の申込みを承諾しないことがあり、利用希望者は予めこれを了承するもの

とします。 

  （１） 第１項の利用申込書類に虚偽の事実を記載した場合 

  （２） 利用希望者が Target サービスの利用に係る義務を怠るおそれがある場合 

  （３） その他 Target サービス運営者が、利用希望者の利用を適当でないと判断した

場合 

 

（利用期間） 

第８条 Target サービスの利用期間は、前条の利用承諾書記載の利用開始日から Target 利

用者が第１７条第１項若しくは第２項又は第１８条の規定により利用契約を解除され

る日までの期間とします。 

 

（権利譲渡等の禁止） 

第９条 Target 利用者は、東証からの書面による事前の承諾なしに、規程に基づいて Target

サービスを利用する権利を第三者（Target 利用者の役職員及び Target システムを使

用して行う業務の委託先の業務従事者を除きます。）に利用させ、無償若しくは有償を

問わず譲渡し若しくは転貸し、相続し、名義変更し、又は質入れすることができない

ものとします。 
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第３章 Target 利用者の権利・義務 

 

（使用権等） 

第１０条 東証（東証から別途契約により再許諾できる権利を許諾された Target サービス

運営者にあっては、Target サービス運営者）は、Target 利用者に対し、東証が別途定

めるところにより、Target サービスを利用できる非独占的に使用する権利を許諾するも

のとします。 

２  前項の場合において、Target サービス及びこれらに関するドキュメント、マニュア

ル等（以下「ドキュメント等」といいます。）に関する著作権、工業所有権その他一切

の権利は東証に留保されるものとします。 

３  Target 利用者は、Target サービスの使用権並びにドキュメント等について、第三者

に対しこれを開示し、複製し、譲渡し、貸与し若しくは再使用権を許諾し又は担保の

目的に供することはできないものとします。なお、第１７条又は第１８条の規定によ

り利用契約が解除された後においても、本項の規定は有効とします。 

４  Target 利用者は、Target サービスを、規程及びドキュメント等に従い、善良なる管

理者の注意をもって使用するものとします。 

５  Target 利用者は、東証の事前の承諾なしには、Target サービス及びドキュメント等

を改変できないものとします。 

 

（ユーザ ID 等の管理） 

第１１条 Target 利用者は、ユーザ ID、パスワードの管理及び使用について責任を負うも

のとします。 

２  Target 利用者は、ユーザ ID、パスワードを、第三者（Target 利用者の役職員及び

Target システムを使用して行う業務の委託先の業務従事者を除きます。）に譲渡し、

貸借し、使用させ、質入れ等をしてはならないものとします。 

３  Target 利用者は、パスワードを定期的に変更するものとします。 

 

（利用者設備等の設置） 

第１２条 Target 利用者は、Target サービスを利用するに当たり、自らの費用で、利用者

設備等を、Target サービス用通信回線又はインターネットを経由して Target システ

ムに接続するものとします。 
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（Target 利用者の保全責任） 

第１３条 Target 利用者は、Target サービス用設備の処理能力の制限その他の事由により、

情報の授受又は保存等に不具合が生じることがあることを確認した上で、Target サー

ビスを利用するものとします。 

２  Target 利用者は、Target サービスを利用するためのアクセス権、メールアドレスの

使用及び管理について責任を負うものとし、これらが第三者に使用されたことにより

当該 Target 利用者に生じた損害については、東証は何ら責任を負わないものとします。 

３  Target 利用者は、Target サービスの利用に支障を来さないよう、利用者設備等を正

常に稼働するよう維持するものとします。 

４  Target 利用者が他のネットワーク（国内外）を経由して通信を行う場合は、経由す

る全てのネットワークに関する規則その他の取極めに従うものとします。 

 

（禁止事項） 

第１４条 Target 利用者は、Target サービスを利用して、次の各号に該当する行為をしな

いものとします。 

  （１） 他人の著作権、商標権等の知的財産権を侵害する行為 

  （２） 他人の肖像権、プライバシーを侵害する行為 

  （３） 他人を誹謗中傷し、又はその名誉を毀損する情報を不特定又は多数の人に対

して送信又は表示する行為 

  （４） 他人の利用者設備等又は Target サービス用設備の利用又は運営に支障を与え

る行為 

  （５） 他人になりすまして情報を送信又は表示する行為 

  （６） 業務以外の目的で Target サービスを利用する行為 

（７） 事実に反する情報を送信若しくは表示する行為、又は情報を改ざんする行為 

  （８） Target サービスの運営を妨害する行為 

  （９） その他法令若しくは公序良俗に違反し、又は他人に不利益を与える行為 

  （１０） 前各号に定める行為を助長する行為 

（１１） 前各号に該当するおそれがあると東証又は Target サービス運営者が判断す

る行為 
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第４章 サービスの停止等 

 

（サービスの停止） 

第１５条 東証及び各 Target サービス運営者は、Target 利用者が次の各号のいずれかに該

当する場合は、Target 利用者に事前に通知することなく直ちに Target サービスの利

用を停止できるものとします。 

  （１） 第１９条に規定する Target サービス利用料その他の費用について、支払期日

を経過してもなお支払わなかったとき 

  （２） 利用契約の成立後に第７条第３項各号のいずれかに該当することが判明した

とき 

  （３） 第１１条から前条までの規定に違反したとき 

  （４） Target サービスの運営を妨害したとき 

  （５） 手形の不渡り又は破産申立て等の理由により債務の履行が困難になったとき 

  （６） その他東証又は各 Target サービス運営者が Target サービスを停止する必要

があると判断したとき 

 

（サービスの制限・中断） 

第１６条 東証は、天災地変その他の非常事態が発生したとき又はそのおそれがあるとき

は、公共の利益のために緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、

Target サービスの提供を制限し、又は中断する措置を採ることができるものとします。 

２  東証は、Target 利用者が Target サービス用設備に過大な負荷が生じる行為をした場

合は、当該 Target 利用者の Target サービスの利用を制限し、又は中断することがで

きるものとします。 

３  東証は、前２項のほか、次の各号のいずれかに該当する場合は、Target サービスの

提供を制限し、又は中断することができるものとします。 

  （１） Target サービス用設備の保守上又は工事上やむを得ないとき 

  （２） Target サービス用設備に障害が発生したとき 

  （３） 国内第１種電気通信事業者が電気通信サービスを中止することにより Target

サービスの提供が困難になったとき 

  （４） その他やむを得ない事由が生じたとき 

４  東証は、前３項の規定により、Target サービスの提供を制限し、又は中止するとき

は、あらかじめ、その理由、実施期日及び実施期間を、東証が適当と判断する方法によ

り Target 利用者に通知します。ただし、緊急又はやむを得ない事情により通知できな

い場合は、この限りではないものとします。 
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第５章 利用契約の解除 

 

（Target サービス運営者が行う利用契約の解除） 

第１７条 東証又は各 Target サービス運営者は、第１５条の規定により Target サービス

の利用を停止された Target 利用者が、サービス停止期間中になおその事実を解消しな

い場合には、あらかじめ書面による通知の上、利用契約を解除することができるもの

とします。 

２  前項の規定にかかわらず、東証又は各 Target サービス運営者は、Target 利用者が第

１５条各号のいずれかに該当する場合で、その事実が東証又は当該各 Target サービス

運営者の業務の遂行に支障を及ぼすと認めたときは、何らの通知又は催告を要せず直

ちに各利用契約を解除することができます。 

３  前２項に規定する場合のほか、東証又は各 Target サービス運営者は、理由を示した

書面によりあらかじめ３か月以上の期間をもって Target 利用者に通知することによ

り、各利用契約を解除することができるものとします。 

４  東証又は各 Target サービス運営者は、第１項又は第２項によって利用契約を解除し

Target サービス運営者に損害が発生したときは、Target 利用者に対してその賠償を求

めることができるものとします。 

 

（Target 利用者が行う利用契約の解除） 

第１８条 Target 利用者は、東証所定の書面を、東証又は各 Target サービス運営者に提出

し、利用契約を解除することができるものとします。 

２  東証又は各 Target サービス運営者は、前項の規定により利用契約が解除された場合

において、当該東証又は各 Target サービス運営者に損害が発生したときは、当該

Target 利用者に対してその賠償を求めることができるものとします。ただし、東証又

は各 Target サービス運営者に故意又は重過失がある場合はこの限りではありません。 
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第６章 利用料等 

 

（利用料） 

第１９条 Target 利用者は、東証が別に定めるところにより、Target サービスの利用に関

し、東証又は各 Target サービス運営者が別に定める Target サービス利用料（以下「利

用料」といいます。）を、東証又は各 Target サービス運営者に対し、支払うものとし

ます 

 

（利用料の支払方法） 

第２０条 Target 利用者は、利用料及びこれに係る消費税等相当額を、東証又は各 Target

サービス運営者が発行する請求書に従い、東証又は各 Target サービス運営者が指定す

る期日までに、東証又は各 Target サービス運営者が指定する方法により支払うものと

します。 

２  東証又は各 Target サービス運営者は、Target 利用者から支払われた利用料その他費

用を、いかなる事由によっても返還しないものとします。 

 

（遅延利息） 

第２１条 Target 利用者は、Target サービス利用料その他の債務（遅延利息を除く。）に

ついて支払期日を経過してもなお支払わない場合には、支払期日の翌日から支払日の

前日までの日数について年１４.６％の割合で算出した額を、遅延利息として東証又は

各 Target サービス運営者が指定する期日までに支払うものとします。 
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第７章 雑則 

 

（通知） 

第２２条 Target 利用者は、他の Target 利用者が第１４条各号に掲げる行為のいずれかを

行っていると判断した場合は、東証又は各 Target サービス運営者に対し、その旨を通

知するものとします。 

 

（トラブル処理） 

第２３条 東証又は各 Target サービス運営者は、他の Target 利用者その他第三者からの

通知に基づき、Target 利用者の行為が第１４条各号のいずれかに該当すると判断した

場合は、当該 Target 利用者への事前の通知なしに、当該 Target 利用者が送信若しく

は表示する情報の全部若しくは一部の削除又は不表示、第１７条第１項又は第２項の

規定による契約解除その他の東証又は各 Target サービス運営者が適当と判断する措

置を講ずることができるものとします。 

 

（保守） 

第２４条 東証は、国内第１種電気通信事業者その他の電気通信事業者から提供を受けて

いる電気通信回線設備が事業用電気通信設備規則（昭和６０年郵政省令第３０号）に

適合するよう、当該国内第１種電気通信事業者その他の電気通信事業者に維持させる

ものとします。 

２  前項のほか、東証は、Target サービス用設備が円滑に稼働するよう、東証が指定す

る業者に維持させることができるものとします。 

 

（Target サービス用通信回線の修理と復旧） 

第２５条 東証は、Target サービス用通信回線に障害が発生した場合又は Target サービス

用通信回線が滅失した場合は、当該 Target サービス用通信回線の貸主である国内第１

種電気通信事業者その他の電気通信事業者の修理基準に従って修理又は復旧させます。

ただし、次条の規定に該当する場合は、同条の規定が適用されるものとします。 

 

（修理又は復旧の順序） 

第２６条 東証は、Target サービス用通信回線又は Target サービス用設備が故障し、又は

滅失した場合は、公共の利益のために緊急を要する事項を内容とする通信のため優先

的に取り扱われる Target サービス用通信回線又は Target サービス用設備を優先して

修理し、又は復旧することができるものとします。 
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（秘密事項） 

第２７条 東証又は各 Target サービス運営者は、規程の履行に際し知り得た Target 利用

者の業務上の秘密（通信の秘密を含みます。）を、第三者（東証又は各 Target サービ

ス運営者の役職員及び Target システムの維持・保守業務、運用業務、運用サポート業

務その他 Target システムを使用して行う業務の委託先の業務従事者を除きます。）に

漏らすこと又は Target サービスを利用して送受信する情報の内容に関し、監視、モニ

タ、改変、若しくは添削等を行うことはいたしません。ただし、次の各号のいずれか

に該当すると東証又は各 Target サービス運営者が判断した場合には、この限りではあ

りません。 

  （１） 法律により、開示義務が課せられた場合 

  （２） 規程に違反する行為を防止するために、東証又は各 Target サービス運営者が

必要であると判断した場合 

  （３） Target サービスにおいて継続的又は断続的に送受信される情報が、第三者の

権利を侵害すると他の Target 利用者その他第三者から東証又は各 Target サービ

ス運営者に申告された場合において、調査の必要があると東証又は各 Target サー

ビス運営者が判断した場合 

  （４） 東証、各 Target サービス運営者又は他の Target 利用者の権利又は財産の保

護のために東証又は各 Target サービス運営者が必要であると判断した場合 

  （５） 東証が Target サービス用設備を維持するために必要であると判断した場合 

  （６） 東証が Target サービス用設備に生じた障害を修理又は復旧するために必要で

あると判断した場合 

  （７） 東証又は各 Target サービス運営者が業務を遂行するために必要であると判断

した場合 

 

（個人情報の取扱い） 

第２８条 東証は、規程の履行に際し知り得た Target 利用者の個人情報について、次の各

号に掲げる業務に利用する目的以外の目的では利用し、又は第三者へ提供しません。た

だし、東証が自主規制業務遂行のために取得した個人情報については、他の自主規制機

関その他機関からの要請に基づき、当該機関に提供することがあります。 

（１） ユーザ管理及びサイト管理業務に係る連絡・照会 

（２） 各種書類授受業務に係る連絡･照会 

（３） 市場監理、上場管理業務に係る連絡・調査・照会 

（４） 売買審査業務に係る連絡・調査･照会 

２  前項の規定にかかわらず、同項第１号に掲げる業務に係る個人情報については、東

証と各 Target サービス運営者との間で共同利用する場合があります。 
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（免責） 

第２９条 東証又は各 Target サービス運営者は、規程に定める場合を除き、Target 利用者

が Target サービスの利用に関して被った損害について、債務不履行責任、不法行為責

任その他法律上の一切の責任を負わず又は賠償の責任を負わないものとします。 

２  東証又は各 Target サービス運営者は、Target 利用者が Target サービスを利用する

ことにより、当該 Target 利用者と他の Target 利用者その他第三者との間において発

生したトラブル等に関し、一切の責任を負わないものとします。 

３  東証は、Target サービスの改変又は複製により生じた損害について、一切の責任を

負わないものとします。 

 

（管轄裁判所） 

第３０条 規程に関する訴訟については、東京地方裁判所をもって合意上の専属的管轄裁

判所とします。 

 

（準拠法） 

第３１条 規程に関する準拠法は日本法とします。 

 

（協議事項） 

第３２条 Target サービスの利用に関し、規程が定めていない事項又は疑義が生じた場合

は、当事者は信義誠実の原則に従い協議するものとします。 

 

 

 

（附則） 

第１条 規程は、東証が別途定める Target システムの本番稼働日から施行します。 

第２条「東証 WAN 利用規程」その他の旧 Target システムに係る利用規程に基づき東証、保

振、日証決又は日証金に対して行われた利用の申込み及びその承諾は、それぞれ、第

７条に規定する申込み及び承諾とみなします。 

第３条 第１項の規定にかかわらず、平成１８年６月分の利用料については、「東証 WAN 利

用規程」その他の旧 Target システムに係る利用規程が適用されるものとします。 

 


